
食文化ミュージアムへの掲載対象と
なる施設は、下記の1又は2を満たして
おり、かつ、一般公開され誰でも利用
可能な施設とします。

1
2
地域に根差した食文化又は特定分野の食文化を体系的に発信する施設
食文化への学びや体験を提供する施設

＜具体的には、以下のような施設が該当します。＞

食文化に関する情報が収集・展示され、学びや体験の提供に
取り組んでいる文化施設

※個人からの応募は対象外となります。

応募条件

「食文化ミュージアム」で検索

博物館

地域に根差した在来作物や郷土料理に関する情報を発信して
おり、実際に購入・飲食ができる道の駅道の駅

日本が誇る食の技やこだわりの味など、特色ある食文化に関する
情報発信や学び・体験を提供している食の体験・情報発信施設

食の体験・
情報発信
施設

応募方法
下記ウェブサイトの応募案内を確認の上、
応募フォームから応募してください。

※以下の情報もご覧いただけます。

これまでに認定された
「食文化ミュージアム」の紹介

よくある御質問とその回答

審査の視点

https://foodculture2021.go.jp/
about/foodculturemuseum/

　文化庁は、食文化への学びや体験の提供に取り組む博物館、施設等に関する情報をウェブ上の仮想ミュージアム
「食文化ミュージアム」で一体的に発信しています。
　これまでに98件の施設が食文化ミュージアムとして認定され、認定後は各種メディアで認定施設の活動が取り上げ
られたり、ウェブサイト・SNSで積極的な情報発信が行われるなど、食文化ミュージアムの取組が広がっています。

　文化庁は、食文化に関する学びや体験の提供に
取り組んでいる施設を、募集しています！

現在98件の施設を認定

WEBの世界的アワード
「FWA OF THE DAY」を受賞！

食文化ミュージアム 事務局 （ロケーションリサーチ株式会社内）　メール：museum@foodculture.jp
※問合せや相談につきましては、原則、電子メールでお寄せください。ただし、審査の内容に関する質問にはお答えできません。メールの問合せは3営業日以内に返信いたします。

問い合わせ先

｢食文化あふれる国·日本｣プロジェクト

令和5年度 文化庁「食文化機運醸成事業」
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応 募 期 間

令和5年
（金）10/6

（金）11/17

事業の大まかな流れは下記となります。

継続的な情報発信
文化庁は、認定された
食文化ミュージアムの情報
を公式ウェブサイト等で
発信します。

応募書類の
提出
公式ウェブサイトの
応募フォームから
申請してください。

審査・認定
文化庁が設置する有識
者委員会において審査・
認定します。

ロゴ・各種書類送付
「食文化ミュージアム」のロゴ、証明書
等をお送りします。
ウェブサイトや商品などで
ロゴマークの活用をお願い
します。

食文化ミュージアム
への掲載
食文化ミュージアムサイトに
おいて、認定された施設や
食文化の紹介、イベント等の
情報を掲載します。

1 2 3 4 5

3つの部屋（カテゴリー）で
各施設を紹介します


